


















 【在宅支援診療所数他】
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【医療機関が港南区の住人を自宅で看取った件数（2015年）】
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■区内には中核病院である南部病院、後方支援病院の長田病院、港南台病院、朝倉病院、横浜東
　邦病院、秋山脳神経外科病院、じんせい病院があります。

■病院の数は11と市内で4番目に多い区ですが、診療所の数は166で10番目となっています。特に
　在宅支援診療所の数は10と市内で2番目に少なく一般診療所において占める割合は市内で1番
　低くなっていますが、在宅医療専門の診療所も増加傾向にあり、在宅医療に関わる人材を増やし
　ていく取組が進められています。

■2015年に医療機関が港南区民を看取った件数は170件で、区内よりも区外の医療機関での看
　取り件数が多くなっています。病院との退院時の連携が不十分であることが考えられ、港南区民
　を区内の医療機関が看取れるよう病診連携を強化する必要があります。

（1） 現状と課題

■在宅医療相談室へ寄せられる相談件数は地域包括支援センターをはじめ少なくなっているため、
　地域・地域包括支援センター・在宅医療相談室との連携を強める必要があります。

■８年にわたり医療と福祉をつなぐ自主的勉強会医福ネットが年３回開催されており、多職種連携の
　土台がある一方、医師とケアマネジャーの連携がとりにくいといった状況がありました。

■28年度横浜市高齢者実態調査から在宅医療相談室を利用したことのないケアマネジャーが多
　く、理由としては、必要性を感じない、利用の仕方がわからないという意見が挙げられています。

在宅医療・介護連携3
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■在宅医療相談室への相談件数

（２） 方向性・具体的取組

（３） 指標

● 多職種間での連携会議、事例検討会の開催
● 在宅医療相談室や地域包括支援センターが連携した相談体制の構築
●  医福ネットの継続発展に向けた運営支援
● 参加者一体型の在宅におけるチーム医療を担う人材育成研修の定期開催
● 医療・介護に地域住民等を交えた区レベル地域ケア会議の開催
● 多職種間の情報共有ツール（ＭＣＳ、医師・ケアマネジャー連絡票等）の活用
● 在宅医療を担う診療所の医師とケアマネジャーが相談できる場の開催
● 協力医と地域ケアプラザの連携

　在宅医療相談室や地域包括支援センター、各専門機関が連携し、医療・介護・行政が一体となった
　在宅医療提供体制を構築します。

医療・介護を中心とした多職種連携
　

  ● 在宅医療相談室の周知
  ● 区民向け講演会の開催
  ● 地域ケアプラザ圏域における在宅医療に関する小規模区民向け講座の開催
  ● 区内の医療機関一覧・マップの作成・周知
  ● 啓発チラシ・冊子等作成・配布
  ● 区民向け在宅医療基礎調査の実施検討

　エンディングノート等を活用し、区民のみなさまや関係機関に対し在宅医療についての普及・啓発をします。

普及啓発・情報発信

● かかりつけ医がいない場合等における在宅療養の継続に向けた医師等の連絡調整
●　在宅療養に向けた退院調整の支援。病院、地域包括支援センター、介護保険サービス事業
　者、保健福祉関係機関等との連絡調整
●  医療・介護に関する情報集約、更新・メンテナンスの実施支援
● 医療依存度の高い相談等、相談室に寄せられた相談の分析
● 地域ケア会議への参加

　在宅医療相談室が区民や地域包括支援センター等から幅広い相談を受けられる状態を目指します。

相談支援機能の強化

  ● かかりつけ医のバックアップ
  ● 診療所間で連携し合える仕組みの構築支援
  ● 在宅患者急変時の緊急一時入院に対応する病院との連携
  ● 在宅医療を担う診療所の医師を増やすための研修等支援
  ● 救急医療機関と高齢者施設等の連携を築き、退院前、退院後をスムーズにつなげる体制づくり
  ● 中核病院との定期的な連絡会の開催

病診連携

　入退院時連携や医療人材の確保・育成等、在宅医療提供体制の構築を推進します。












